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リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、お気軽にご利用ください。          

        次回相談予定日  平成２7年１月９日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

   

■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 
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◆◆  年末調整のご準備はお早めに！ ◆◆ 
 

給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税の納期限は１月１３日（火）です。納期限の特例の承認を

受けている場合は１月２０日（火）です。税理士さん等への報酬の支払報告と合わせて期限内納付をお願い

します。昨年と比べて変わった点は下記のとおりですので、ご注意ください。 
 

●中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組 

   合連合会（火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会）の締結した生命共済契約を加え、地震保険 

   料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共 

   済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。 

   この改正は、平成２６年４月１日以後に支払う掛金について適用されます。 
 

●通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 

 所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税 

 限度額が、通勤距離の区分に応じて次のように引き上げられました。  

                 

  

 

 

   
   

  

 

 
 

           

            

                 
  

   

区     分 
課税されない金額 

改正後 改正前 

 

 

 

自動車等の

交通用具を

使用してい

る者に支給

する通勤手当 

 

 

 

 

通 

勤 

距 

離 

片道55km以上 31,600円 
24,500円 

片道45km以上55km未満 28,000円 

片道35km以上45km未満 24,400円 20,900円 

片道25km以上35km未満 18,700円 16,100円 

片道15km以上25km未満 12,900円 11,300円 

片道10km以上15km未満 7,100円 6,500円 

片道  2km以上10km未満 4,200円 4,100円 

片道  2km未満 (全額課税) 同 左 

 

①この改正後の非課税限度額は、平成26 

 年4月1日以後に支払われるべき通勤手 

 当（同日以後の通勤手当の差額支給分 

 を含む）について適用されます。 
 

②既に支払われた通勤手当のうち、課税 

 対象となっていた金額について、新た 

 に非課税とされる部分の金額が生ずる 

 ことにより過納となる税額の精算は、 

 本年の年末調整の際に行うこととなり 

 ます。 



    次回の 会員一斉訪問実施予定日は １月１５日（木） です  
 

  

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２６年１２月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．３０％～２．７０％   ↘ 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．３５％   → 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

 
 

       ☜  

             

  

平成２６年分青色申告決算のために 
  

  個人事業者の皆様は、通常暦年（12月31日）で事業所得に係る決算を行うことになります。そこで正しい決算に 

 向けて次のことにご留意ください。 

  ❐棚卸表の作成 

     商品、製品、仕掛品、貯蔵品については、12月31日での棚卸表を作成し保存してください。 

     預け商品や建設業の方の仕掛工事等にもご注意ください。 

  ❐未収入金、未払費用の計上 

     原則として平成2６年に確定した収入や費用を計上することが必要です。 

     特に収入の計上漏れの無いようご注意ください。 

  ❐前受金、前払費用の繰り延べ 

     特定の支出を除き2６年分の収入や経費に計上する必要はありません。 

     但し、2５年に収入、経費に算入しなかった額の計上はお忘れなく。 

    ❐家事消費等 

     平成2６年に家事のために消費した棚卸品・商品等は、売上金額に含める必要があります。 

     明細等計上根拠を残すようにしてください。また、同様に家事に係る費用は経費になりませんので合理的に計算    

   して経費から除外してください。 

記帳継続指導個別相談会のお知らせ 
 

      

      
         

         

三重県版経営向上計画について 
 

 三重県版経営向上計画は、平成２６年４月１日施行の「三重県中小企業・小規模企業振興条例」第１６条に 

基づき、創設された制度です。三重県内中小企業・小規模企業の皆様の経営の向上に対する主体的な努力を促

進し、その挑戦を後押しするだけでなく、意欲を引き出すため、多様な中小企業・小規模企業がその発展段階

に応じて作成する計画を認定し、中小企業・小規模企業の成長と三重県経済の活性化を図ることを目的として

います。 

地域インストラクターと商工会

の経営指導員が二人三脚となっ

て、計画の作成支援とブラッシ 

ュアップ、計画のフォローアッ

プをおこないます！ 

 

 

お問合せは伊賀市商工会まで 

 TEL  ０５９５－４５－２２１０ 

 


